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欧州難民保護制度から見る日本の難民保護への示唆 

大阪大学大学院国際公共政策研究科招へい准教授 
安藤由香里 

はじめに 

 日本では難民認定申請者数の増加によって，申請手続の迅速化，再申請者を減らす制度

改革が行われた1．2018 年 1 月から難民認定申請書の記載内容等によって，地方入国管理局
で申請案件を A，B，C，D の 4 つに振り分け，振分け結果に応じて迅速処理の対象とし，
在留を認めない措置や就労を認めない措置をとるようになった．A 案件とは，難民である可

能性が高いと思われる案件または本国情勢等により人道上の配慮を要する可能性が高いと

判断された案件，B 案件とは，難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を主張して
いると判断された案件，C 案件とは，再申請で正当な理由なく前回と同様の主張を繰り返し

ていると判断された案件，D 案件とは，上記以外の案件とされている．B および C 案件は，

明らかに濫用・誤用的な申請と判断されており，迅速処理，在留を認めない措置や就労を

認めない措置となっている．特定国からの難民認定申請者，例えば，フィリピン，インド

ネシア，ベトナム出身者は，簡略化・迅速化手続の対象となっているように見受けられる．

また，2020 年 6 月，第 7 次出入国管理政策懇談会「収容・送還に関する専門部会」によ
る報告書「送還忌避・長期収容問題の解決に向けた提言」が出されたが2，難民認定申請者

の保護について様々な課題が山積している3． 
さらに，2020 年 12 月 10 日，第 7 次政策懇談会報告書「第 7 難民の適正かつ迅速な保護

の推進」「『今後の出入国在留管理行政の在り方』について」では「難民認定制度の透明性

向上の観点から」，「諸外国での事例等を参考としつつ，難民該当性に関する規範的要素の

明確化を進めていくべきである．」とされ，「難民条約制定当時には必ずしも難民として想

定されていなかったいわゆる「新しい形態の迫害」についても，例えば，ジェンダーに起

因する迫害など，的確に保護を行うことを検討すべきである．」とし，「難民条約上の難民

と認められないものの国際的に保護の必要がある者に対しては，国際社会の動向を踏まえ，

かつ，国際人権法上の規範に照らし，国連や国際人権条約体，欧州諸国の取組なども参考

にしながら，難民に準じた法的地位を付与するための新たな法的枠組みの創設を検討すべ

きである．」として，欧州諸国の事例や国際人権法を参考にすることを勧告している4． 
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本稿は，難民認定申請者の法的保護につき，日本が直面している問題に何らかの示唆を

与えることを念頭に，欧州を取り巻く環境の変化，様々な危機の中でも，とりわけ，第二

次世界大戦後で最大と言われた欧州の移民および難民危機で大きく影響を受けた欧州難民

保護制度に焦点をあてる．本稿における欧州難民保護制度とは，欧州における難民認定申

請者にかかわる保護制度全般を指し，欧州連合(EU)法によるダブリン制度および欧州共通
庇護制度のみでなく，欧州人権裁判所による欧州人権条約の発展をも含む広い概念である． 

2015 年に欧州で最も問題化した移民および難民危機は，「民主主義，法の支配，人権尊重」
をはじめとする EU の基本的価値そして欧州評議会の 3 本柱に大きな疑問を投げかけた．欧
州のなかでも，オーストリア，ハンガリーおよびポーランドをはじめとする国々で排外主

義が台頭し，2020 年 12 月 31 日をもって EU を離脱した英国で住民投票の結果を決定付け

た大きな要因のひとつはポーランドからの移民に対する排外主義であり，移民および難民

の問題は避けて通ることができない問題となっている．このような排外主義的傾向は

COVID-19 により，EU のみならず，全世界でさらに拍車をかけているようにも見える． 
EU 法は「超国家性」ゆえに，一般国際法よりも実効性が担保されているという意見もあ

り，国際人権法の観点から欧州人権裁判所による難民認定申請者の保護を中心に検討して

きた筆者が欧州難民保護制度に着目した理由も当初はそこにあった． 難民認定申請者は難
民認定される前は法的に確固とした地位を付与されていない非常に脆弱な立場にあり，い

つ何時，出身国へ送還させられるかもしれないと怯えており，法的保護が必要な者である．

しかし，当初の筆者の意図と相反し，移民および難民危機によって，欧州共通庇護制度は

機能不全に陥り，難民認定申請者の保護が従来の保護より逆行するかもしれないという状

況となっている． 
本稿では，ダブリン制度および欧州共通庇護制度の改正案，「安全な国」概念の EU レベ

ルでの共通化案を抑えたうえで，欧州が築き上げた難民保護制度，とりわけ補充的保護・

補完的保護と言われるノン・ルフルマン原則を検討していく．

１．ダブリン制度 

 ダブリン制度は，1990 年に難民認定申請手続の迅速化および庇護政策の調和を意図した
「ダブリン条約」に発する5．2003 年に「ダブリン II 規則」として改正され6，再改正され

た「ダブリンⅢ規則」は 2014 年 1 月 1 日に効力を発生した7．そして，2016 年 5 月 4 日に
欧州委員会が「ダブリン IV 規則」を提案した8．その背景には，2011 年以降シリア人等が

―287―



欧州へ大量流入したことによって，ダブリン制度の構造上の弱さが露呈したことにある．

2020 年 9 月 23 日に，欧州委員長は「移民および難民に関する新協定」を提案し，ダブリ
ン規則を廃止して，2023 年までに新協定を法制化する意向を表明した9．

ダブリン制度の主要な目的は，EU 加盟国の一ヵ国に難民認定申請手続の責任を負わせる

ことであり，EU 諸国の「連帯」や「責任の公平な分担」を意図したものではなかった．ダ

ブリンⅢ規則は，EU 加盟国が難民認定申請を検討する際，家族の統合，居住証明，査証の

有無，非正規入国，非正規滞在等を検討基準に用いている．最も頻繁に適用されている基

準は，非正規入国者について，最初に入国した加盟国がその者の難民認定申請手続の責任

を負うことであった．しかし，欧州における移民および難民危機は，ダブリン制度の構造

的弱点を表面化させた．すなわち，最初に入国した加盟国が責任を負う制度は，ギリシャ

やイタリア等の地理的な理由から入国地点となる地中海に面した加盟国に過剰な負担を与

えることになり，機能不全に陥ったのである． 
 欧州議会は，2016 年 4 月 12 日の決議10で，ダブリン制度改革について以下の 4 点を明確
化した．①最初に入国した国が手続の責任を負う基準を見直すこと，②ひとつの加盟国の

みが責任を負うのではなく，EU レベルで中央化された難民認定申請手続制度を構築するこ

と，③「集中地域」からの二次的移動について一ヵ国のみが責任を負うのではなく，すべ

ての加盟国が中央化された受入れに協力すること，④受入れ責任の新制度は，家族の統合，

子どもの最善の利益を主要な概念とすることである．こうして，1990 年に開始したダブリ
ン制度の柱であった，難民認定申請者が最初に入国した加盟国が申請手続の責任を負う制

度は，EU レベルの中央主導へ移行する案が出された．しかし，2018 年 7 月に，2 年経過し
てもなぜ何も変わっていないかとの質問がなされ11，2018 年 10 月に，ダブリン改革は，欧
州委員会にとって課題であり，進捗報告が 2018 年 10 月の欧州理事会で期待されていると
返答したが12，膠着したままだった．

欧州委員会は，2017 年 9 月 27 日に「移送—EU 内の責任分担」発表した13．2016 年だけ
で EU は，72 万人以上の国際的保護の必要な者に門戸を開いており，EU 加盟国間における

公平な責任分担を強調した．この加盟国間の公平な責任分担とは，2015 年 9 月から 2017
年 9 月 26 日までに，ギリシャおよびイタリアに到着した難民認定申請者を他の EU 加盟国

へ移送することであり，ギリシャから 63,302 名，イタリアから 34,953 名の合計約 98,000
名の申請者を他の加盟国が受け入れることに同意したが，チェコ，ハンガリー，ポーラン

ドは同意しなかった背景がある． 

―288―



２．欧州共通庇護制度(Common European Asylum System: CEAS) 

 欧州共通庇護制度は，EU 運営条約 78 条「共通庇護制度」として規定されており14，「EU
は，国際的保護を必要とするいずれかの第三国国民に適当な地位を付与」し，「1951 年難民
条約および 1967 年難民議定書，並びに他の関連する条約に従うものとする．」とある．つ

まり，国連の難民の地位に関する条約（難民条約）15の 1 条 A 項 2 に規定される難民の定義
に該当する者，そして，他の国際人権条約等で保護を必要とする者を EU が保護することを

意図している．保護の対象者は大別して 2 種類ある．第一に，難民条約上の 5 つの理由の
いずれか，①人種，②宗教，③国籍，④特定の社会的集団の構成員，⑤政治的意見を理由

に「迫害」を受けるおそれがある者である．第二に，EU 運営条約 78 条は「ノン・ルフル
マン原則の遵守を確保するために，庇護，補充的保護および一時的保護に関する共通の政

策を発展させる．」とあり，同原則で保護される者である．

従来の欧州共通庇護制度は，EU 加盟国に保護を求める難民認定申請者に対し，共通基準

を設け，国際的保護を積極的に促進してきた．しかし，人の大量流入により，特に 2015 年
以降，欧州共通庇護制度，ダブリン制度の基準の厳格化を提案する EU 加盟国が増加した． 
例えば，ダブリンⅢ規則に対し，ドイツおよびフランスは，以下４つの提案をした．①送

還の実体的基準をなくすこと，②不服申立の機会をなくすこと，③非正規に EU 加盟国へ入

国した者を送還すること，④大量流入で影響を受けた EU 加盟国の法の専門家が受理可能性

を決定する構造を創設することである．その理由のひとつとして，現在の第三国国民，す

なわち，非 EU 市民に対する人権保護があつ過ぎる結果として経済的負担が大き過ぎること

をあげた．これは，人権保護を促進してきた欧州が直面した問題の大きさを表象している

かのようである． 

３．安全な国 

欧州難民保護制度の「揺れ戻し」が進行する中で，欧州共通庇護制度の中央主導移行で

は安全な出身国の共通化が提案された．EU 加盟国が安全と考える国からの難民認定申請を

簡略手続で実施する制度の基準である． 
安全な国とは，安全な第一次庇護国，安全な出身国および安全な第三国を含む概念であ

る． 
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《安全な国の概念図》 

庇護手続指令 2013/3/2/EU(改)の 35 条に第一次庇護国の概念，36 条に安全な出身国の
概念，38 条に安全な第三国の概念が規定されている．同 33 条では，受理されない申請とし
て，同条 2 項(b)で，35 条にしたがって，加盟国以外の国が申請者にとって安全な第一次庇
護国とみなされる場合，同項(c)で，38 条にしたがって，加盟国以外の国が申請者にとって
安全な第三国とみなされる場合としている．従来のダブリン制度において，安全な国の概

念で問題となっていたのは，安全な第三国概念であった．これは，安全な第三国とみなさ

れた中間国への送還が結果的に出身国への送還をもたらす「連鎖」送還を引き起こし，ノ

ン・ルフルマン原則の違反となるという議論であった．

EU 諸国では安全な国リストを公開している国と公開していない国があるが，1990 年に

ダブリン条約が創設されて以降，本概念は難民認定申請者を実質的に遮断すると批判され

ており，決して新しい概念ではない．ダブリン条約は，すべての難民認定申請者がいずれ

かの国で難民認定申請できることを保障するものではあるが，同時に，最初に難民認定申

請を受理した国のみが同手続に責任を負うことを規定したものでもある．こうした難民認

定申請手続の制限は，X 国で難民認定申請を棄却された者が，Y 国で再び申請するようなフ
ォーラム・ショッピングを避けること，かつ，一ヵ国が申請手続を行う責任を明確化する

ことを意図していた．しかし，安全な国を設定することにより「安全な第三国は連鎖送還

を引き起こす」ことが懸念される．例えば，ある加盟国が，この申請者は迫害を受けない

と判断し，出身国以外の第三国へ送還した場合，その第三国が出身国へ送還する，連鎖送

還」がノン・ルフルマン原則の侵害となり得ることを指摘する学説は多く，実際に多くの

同原則違反事例が報告されている． 
庇護手続指令 2013/3/2/EU(改)36 条 2 項で，「加盟国は，安全な出身国の概念について，

詳細な規則および手順を国内法令に定めるものとする．」と規定し，また，安全な出身国と

出身国

第三国

第一次庇護国 

第二次庇護国 

第一次庇護国 第三国

出身国
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しての第三国の国内指定として，37 条 1 項で「加盟国は，付属書Ｉに従って，国際的保護
の申請の審査を目的とした安全な出身国の国内での指定に関する法令を保持または導入す

ることができる．」と国家レベルで定めることを規定しており，EU 加盟国以外の第三国を

安全な出身国として EU レベルで規定する権能を付与していない． 
ダブリン IV 規則案では，安全な出身国を国家レベルではなく，EU レベルで統一化する

ことが提案された．短期的には，欧州庇護支援事務所(EASO)16主導で，庇護手続指令の国

家レベルでの安全な出身国リストを調和していくとされた．また，中期的には，欧州委員

会主導で，移民に関する欧州の課題において，欧州共通の安全な出身国規定を庇護手続指

令に設け，法的根拠を付与するとした．グッドウィン・ギルは，EASO や基本権機関(FRA)
のような EU 機関は，EU および加盟国が提案する様々な「解決策」を監視する役割を果た

すことができる一方で，より国際的なアプローチが必要とされると「欧州移民保護機関

（European Migration and Protection Agency）」の創立を提唱した17． 
欧州委員会が安全な出身国共通リスト案を提案する背景には，特定国からの難民認定申

請者の認定率が低く，西バルカン諸国出身の申請者が低い認定率になっていることが理由

とされた．2014 年の統計では低い認定率トップ 10 に西バルカン諸国 6 ヵ国すべてが入っ
た．認定率が低い順に，①マケドニア共和国，②セルビア，③モンテネグロ，④ボスニア

ヘルツェゴビナ，⑤インド，⑥ジョージア，⑦ハイチ，⑧コソボ，⑨アルジェリア，⑩ア

ルバニアである．とりわけ，西バルカン諸国からの再申請者が他国に比して多いことが問

題として挙げられた．

EU 加盟国の中には，庇護手続指令に基づき，国内法で西バルカン諸国の難民認定申請者

に迅速化手続を導入している国もある18． また，西バルカン諸国出身の難民認定申請者の
ほぼ半数を迅速化手続としている国もある19． 22 ヵ国の加盟国が国内法で「安全な出身国」
概念を定めているが，実際には 15 ヵ国のみが適用している． 
欧州委員会は，アルバニア，ボスニアヘルツェゴビナ，マケドニア共和国，コソボ，モ

ンテネグロ，セルビア，トルコを EU「安全な出身国」共通リストとして提案したが，提案
されている国の中には，人権侵害が頻繁に起こっている可能性のある国も含まれており，

人権基準の観点から「安全」と言い難い．EU「安全な出身国」共通リストの導入が，難民
認定申請手続の簡略化または迅速化を自動的に引き起こすことになれば，人権侵害を引き

起こす懸念が憂慮される．

すべての者が難民認定をする権利を有しており，申請は事例ごとに個人ベースで審査さ

れ，セーフガードや異議手続は残されるとされているが，真に公平な手続となっているか

検証する術はない．一旦，安全な国に指定されたとしても，定期的に見直すとされている
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が，申請手続における出身国情報の収集と同様に困難な問題を含んでいる．刻々と情勢は

変化するのであり，出身国情報収集ユニットとの強固な連携をするとしても，一旦，安全

な国に指定された国の出身者のラベル化によって，国際的保護を与えられるべき者が，そ

れを与えられない事態を引き起こすかもしれず，その結果として，以下に見るノン・ルフ

ルマン原則の違反を引き起こす危険性も否定できない．

4． ノン・ルフルマン原則 

EU 運営条約 78 条や安全な国でも言及されているノン・ルフルマン原則とは，出身国等
へ送還されれば，「生命または自由が脅威にさらされる」おそれがある者，「拷問が行われ

る」おそれがある者，「拷問または残虐な，非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若し

くは刑罰」を受けるおそれがある者を追放および送還から保護する人権規範である20．同原

則は「追放および送還の結果として」起こり得る重大な人権侵害から守るため，研究者お

よび実務家の双方から注目されている．特に，難民条約で保護されない者を補完的保護お

よび補充的保護として国際人権条約や EU 法のノン・ルフルマン原則で保護することに注目

が集まっている． 
国際的レベルの条約で最初にノン・ルフルマン原則が規定されたのは 1933 年難民の国際

的地位に関する条約 3 条である21．その後，1950 年 12 月 14 日国連総会決議 429(V)22に基

づいて，難民の地位と無国籍者の地位に関する国際連合全権会議が，1951 年 7 月 2 日から
25 日にジュネーヴで開催された．条約草案が，26 ヵ国の国家代表により討議され，7 月 25
日に賛成 24，反対 0，棄権 0 で採択された23．その後，1933 年の難民の国際的地位に関す
る条約の流れをひきついだ国連の枠組みの条約として 1951 年の難民条約にノン・ルフルマ
ン原則が規定された． 難民条約 33 条（追放および送還の禁止）は24，「締約国は，難民を，

いかなる方法によっても，人種，宗教，国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であるこ

とまたは政治的意見のためにその生命または自由が脅威にさらされるおそれのある領域の

国境へ追放しまたは送還してはならない．」と規定している．同原則は，同条約 42 条の留

保規定で留保することが許されていないため，すべての締約国は留保することができない． 
このことから，ノン・ルフルマン原則は難民条約の中核をなすものであり，難民およびま

だ難民の地位を認められていない潜在的な難民（難民認定申請者）を保護するための基本

的権利である．

これらのノン・ルフルマン原則には 3 つの特徴が見られる．第一の特徴は，自国民の追
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放が禁止されている現在，当然の帰結として外国人の追放および送還に集約される点であ

る．第二の特徴は，当該外国人が正規滞在者か非正規滞在者であるかは同原則の適用に関

係がない点である．第三の特徴は，難民認定申請者または難民として不認定とされた者の

処遇が問題とされる事例が非常に多い点である．これら 3 つの特徴を背景に，外国人の送

還のパターンは大きく 2 つに類型化できる．第一の類型は，先進工業諸国から開発途上国

への送還である．第二の類型は，先進工業諸国から先進工業諸国への送還である．多くの

事例は前者，すなわち，先進工業諸国から開発途上国への送還に分類される．難民認定申

請者の多くは開発途上国の出身であるため，先進工業諸国から開発途上国へ送還される事

例が多い．人権侵害を主張して南から北へ保護を求めた者が，北から南へ送還される構図

となり，その結果，「人権先進国」が「人権後進国」へ送還することにより，人権侵害の引

きがねを引くかもしれない皮肉な現実を生み出しているのである． 

5． ノン・ルフルマン原則による補充的保護・補完的保護 

補充的保護は，EU 資格指令 2011/9/5/EU(改)15 条の「重大な危害からの保護」に規定
されている25．ノン・ルフルマン原則は，同条 b 項の出身国における申請者への拷問若しく
は非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰からの保護，EU 基本権憲章 4 条
「拷問等からの保護」，19 条 2 項「送還等からの保護」に規定されている．また，EU 資格

指令 15 条 c項の国際的武力紛争または非国際的武力紛争における無差別暴力による文民の
生命または身体に対する重大かつ個別の脅威からの保護は，難民条約 1 条 A 項 2 に定義さ
れる条約難民に該当しない者，すなわち，人種，宗教，国籍若しくは特定の社会的集団の

構成員，または政治的意見を理由に迫害を受けるおそれに該当しない紛争起因の者も保護

対象とする．EU 指令は EU 加盟国に法的拘束力を有するので，武力紛争の被害者は難民条

約の難民定義に該当しないとする議論がある中で，保護の根拠となる重要な規定であり，

EU 加盟国以外も指針として参照したり，国内法の整備によって新しい保護の参考となるで

あろう．EU 司法裁判所は，資格指令に基づくいかなる形態の送還も，EU 憲章 4 条および
19 条 2 項で保障される庇護権およびノン・ルフルマン原則に合致していなければならない
ため，EU 法の下では難民は送還禁止でより強力な保護を享受できると結論付けている26． 
ノン・ルフルマン原則は，判例法の発展により，国際人権条約上で確立しており，難民

条約で保護されないが，保護が必要な者にとって補完的保護として重要となっている．例

えば，送還の禁止を明文化していない欧州人権条約 3 条は27，欧州人権裁判所の判例法の蓄
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積により，拷問のおそれがある国に，個人を「追放」「送還」および「引渡」してはならな

いというノン・ルフルマン原則が確立した28．また，自由権規約 6 条および 7 条29も，自由

権規約委員会の見解の蓄積でノン・ルフルマン原則が確立された．拷問等禁止条約3条は30，

条約自体に同原則が明文化されているが，欧州人権条約および自由権規約に比して拷問の

みを対象としており，その他の非人道的取扱い等を含まないため，保護の範囲が限定的で

ある．ノン・ルフルマン原則は，「領域内で拷問してはならない義務のみならず，そうした

扱いにさらされる可能性がある場合に他の国に引渡してはならない義務もある」31とされ，

締約国の義務は，条約の目的を果たすために，明文よりも広範に解釈されている． 
欧州人権条約 3 条は，例外規定なしで拷問等をされない個人の権利を規定し，同条約 15

条 2 項により緊急時における逸脱も許されていない．同条約の起草過程時に 3 条がノン・
ルフルマン原則を包含する記述は見られないが，人権条約は「生きている文書(living
instrument)」32であるため，以下に，欧州人権裁判所による判例法の発展をみていくことと

する．

6． 欧州人権裁判所の判例法の発展 

欧州人権裁判所は，締約国の義務を発展的に解釈してきた33．1989 年はノン・ルフルマ

ン原則にとって転機と言える．ゼーリング基準が出されたからである．ゼーリング事件34で，

締約国は条約違反に直面するおそれのある者を第三国に送還した場合の結果を考慮しなけ

ればならないと欧州人権裁判所は判示した．

直接送還は禁止されるとしても，次に問題となるのが「間接」送還である．「間接」送還

とは，第三国を経由して拷問のおそれがある国へ送還することである．例えば，X 国にいる
Z 国人が，拷問のおそれがある Z 国に直接送還されるのではなく，Y 国へ送還された後，Y
国から Z 国へ送還される場合である．こうした場合，X 国は，Z 国人を Y 国へ送還するこ

とを禁じられているかどうかが問題となる．送還先の Y 国が拷問するのではなく，Y 国が

欧州人権条約の締約国である場合，Y 国は拷問から Z 国人を保護する条約上の義務を負っ

ているからである． 
欧州人権裁判所が「間接」送還について取り扱った最初の事例は 2000 年の T．I． v． UK

事件35である．英国で難民認定申請を認められなかったスリランカ国籍の T．I．が，英国
に対して，欧州人権条約 3 条違反を申立てた事件である． T．I．は英国より先にドイツで
難民認定申請を行っていたため，英国からドイツへ送還されれば，その後，ドイツからス
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リランカへ送還されるおそれがあり，英国によるドイツへの送還が 3 条違反であると主張

した．英国は，「裁判所は，締約国から他の締約国へ個人を送還することが 3 条の違反であ
るとの判断を慎重にすべきであ」り，「本件の申請者は，ドイツで法の支配に守られている」

と抗弁した36．英国は，欧州人権条約の締約国であるドイツへ T．I．を送還しても，スリ
ランカで拷問にあうかどうか法による判断をドイツで受けることができるため，英国は 3
条に違反しないと主張した．確かに，欧州人権条約の締約国は，3 条の義務を課されている
ので，ドイツは，T．I．を拷問等から保護する義務を負っており，拷問等のおそれがある
場合，その国へ送還することを禁止している．しかし，本件について，国連難民高等弁務

官事務所（UNHCR）は以下の意見を提出した．
「通常，『安全な第三国』で難民認定申請が不認定になった者は，申請が却下された国へ

送還された場合に有効な法的救済を受けることができない．このような状態の間接送還は，

ノン・ルフルマン原則の違反となり得る．したがって，難民認定申請者は，安全が確保さ

れる信頼性のある保証がなければ，当該第三国へ送り返されるべきではない．」37

UNHCR は，T．I．がドイツへ送還された場合，スリランカへ送還されない有効な法の
保証がない限り，ノン・ルフルマン原則の違反となると警告した． 
裁判所はまず「3 条に違反する取扱いにさらされる現実的な危険に直面すると信じるに足

る実質的な根拠がある国へ当該個人を送還してはいけない義務を締約国は課されている」38

と，直接送還の禁止を述べた．さらに「ドイツへ送還することは，拷問の現実のおそれに

直面すると難民認定申請者が主張するスリランカへ送還される一連の連鎖となり得る」39と

判断した．つまり，英国からドイツへ，ドイツからスリランカへ「連鎖送還」の可能性を

指摘し，欧州人権条約の締約国から締約国でない国へ送還され，そこで起こり得る条約違

反行為の可能性を肯定した．そして，「英国が条約 3 条に反する拷問や残虐な取扱いから難
民認定申請者を保護する義務を遵守しているかどうかを検討する」とした40．ここで裁判所

は，欧州人権条約の締約国であっても送還することを無条件に許す姿勢を示していない．

ドイツが欧州人権条約の締約国であるから，英国は当然にドイツへ送還して良いのではな

く，ドイツへ送還することにより，英国に責任が発生するかどうかを検討しなければなら

ないと判断した．欧州人権裁判所は，ドイツが難民認定申請者をスリランカへ送るかどう

かを検討し，それによって英国が 3 条に違反するかどうかの判断を行った．つまり，ドイ

ツで法による保証が受けられず，スリランカへ送還されることが明らかな場合，英国は T．
I．をドイツに送還してはならない義務を負うということである．

T．I．事件において，欧州人権裁判所は，英国が条約に違反しているかどうかを判断す
るための 3 要件(a)英国の責任，(b) 難民認定申請者が主張するスリランカで非人道的な取
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扱いを受ける危険性，(c) ドイツに送還された場合，不認定となった申請者がドイツで受け
る対応を検討した41．間接送還の英国の責任について，「難民認定申請者の送還決定の結果

によって締約国への『間接』送還は，3 条に違反する取扱いにさらされないことを保証する
英国の責任に影響を及ぼさない」のであり，「英国は，難民認定申請の決定に関する欧州諸

国の責任に関するダブリン条約の規定に自動的に依拠するものでもない」と42判断した． 
欧州人権条約が保護する者は，難民認定申請者に限定されない．したがって，英国が，

難民認定申請者のみを対象とするダブリン条約に自動的に依拠できないことは当然である

が，「締約国であるドイツへの送還について，英国は欧州人権条約 3 条下の義務を課されて
いる」と明言した点が重要である43． 本件では，欧州人権条約の締約国である直接の送還
先であるドイツで拷問にさらされるおそれはなかったが，難民認定申請が不認定とされた T．
I．を保護する法律がドイツになかったため，スリランカへ送還されない法的保証はなかっ
た． T．I．がスリランカへ送還されるとタミル・イーラム解放のトラ (LTTE) により拷
問を受ける可能性は高かったが，ドイツには私人による拷問を考慮しない法律があるため，

T．I．がスリランカへ送還される可能性を否定できない状況であった．全状況を考慮した
結果，裁判所は，「ドイツ外国人法 53 条 4 項および 53 条 6 項により難民認定申請者が保護
され，新たな難民認定申請をすることができる」と判断した44．また，ドイツ政府が，「難

民認定申請者がスリランカへ送還される危険はないと保証した」45点も，裁判所の決定に影

響したであろう．ただし，外交的保証をいかに評価するかについては議論がある．拷問に

さらされると主張する者を送還するかしないかの判断には，どの程度外交的保証を信頼す

るかが問題となる． 外交的保証が，政府の言葉どおりに実施されれば，人権侵害は起こら
ないため，外交的保証の信憑性の判断が重要となる． 自由権規約委員会および拷問禁止委
員会の見解では，概して外交的保証を実効的に監視する制度がない場合，外交的保証に依

拠することはできないとしている46．欧州評議会の制度を考慮すれば，ドイツの外交的保証

を監視する実効的制度はあると言えよう． 
最終的に，裁判所は，「ドイツが 3 条に違反してスリランカへ送還する現実的な危険があ

るとは言えない」と述べ，「英国は難民認定申請者をドイツへ送還する決定によって 3 条の
義務に違反しない」と決定した47．ドイツがスリランカへ送還する危険性はないと裁判所が

判断したため，英国は 3 条に違反しないと決定された． 
本件で重要な点は，英国が個人を拷問から保護する義務の範囲を直接送還する国までと

考えるならば，ドイツで拷問にさらされないことのみが明確であれば足り，ドイツがスリ

ランカへ送還するかどうかを検討する必要はない．ドイツで拷問にさらされるおそれがな

いことが明らかになれば，英国の欧州人権条約違反は成立しないからである．本件のよう
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に，直接送還する国のドイツからスリランカへの送還をも含んで，英国の 3 条違反を検討

することは，難民認定申請者が連鎖送還によって拷問にさらされる可能性をも審査する義

務を含むと裁判所が考えているからであり，間接送還の禁止について明確な判断を行った． 
T．I．事件で，欧州人権裁判所が間接送還（連鎖送還）の禁止を明確に認めたことが，

次に見るヒルシ事件48でも踏襲された．ヒルシ事件とは，11 人のソマリア出身者および 13
人のエリトリア出身者が，イタリアからリビアへ，リビアから出身国へ送還されることが

欧州人権条約 3 条に違反すると申し立てた事例である．欧州人権裁判所は，3 条に関して，
①リビアにおいて非人道的で品位を傷つける取扱を受けるおそれがあるかどうか．②出身

国のソマリアやエリトリアへ送還される危険があるかどうかの 2 つに分けて検討した49．ま

ず，①について，裁判所は「イタリアはリビアとの二国間協定の義務に依拠して，3 条の義
務を免除されない」ことを確認し50，「ノン・ルフルマン原則は，EU 憲章 19 条にも規定さ
れている」ことを述べ51，イタリア政府がリビアへ難民認定申請者らを送還することは『事

実から明白なように』申請者らを 3 条違反の危険にさらすことであるとし52，3 条違反を認
定した53．また，②について，「出身国へ恣意的に送還されるおそれから保護する十分な保

障がないことをイタリア政府は，『知っていた』または『知るべきであった』」と，裁判所

は述べ54，「申請者らが難民認定を申請しなかったこと，リビアにおける難民認定制度の欠

如の結果として直面するおそれについて述べなかったことは，イタリア政府から欧州人権

条約 3 条を遵守する義務を免除するものではない」ことを明確にし55，イタリア政府に対し

て，「リビア政府が難民の保護に関する国際義務をいかに遂行しているかを確かめるべきで

あった」点を繰り返した56．以上の理由から，リビアへの送還は「恣意的な送還のおそれに

難民認定申請者らをさらすため，3 条の違反である」と認定した57． 
ジェームス・ハサウェイらは，「ノン・ルフルマンの義務は，出身国へ難民を直接送還す

るのみではなく，『いかなる方法によっても，生命や自由が脅威にさらされるおそれのある

領域の国境へ』難民が送還されるおそれのある行為も禁止している 」と述べる58． 
ジェームス・クロフォードは，難民条約 33 条が直接送還と同様に間接送還も禁止してい

ることを「いかなる方法によっても」の文言に依拠すると考える．そして，「1 ヵ国以上が

難民のルフルマンをもたらす決定の共同責任を共有し得ることは明確である．」として国際

法における責任について，国際司法裁判所のリビア･マルタ事件やニカラグア事件の判決を

参照し「たとえ他の国が難民について特定の義務を負っていると言われる相当な理由があ

るとしても，国家は他の締約国の義務に依拠してはならない． もし依拠するならば，33 条
の侵害をもたらすであろう．」と述べている59． 
ラインハルト・マルクスは，「難民法は，迫害を受けると主張する国へ送還することを避
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けさえすれば，個人が保護を求める国が難民を元の場所へ戻す決断あるいは他国へ送る決

断をした場合，どうすべきかを明示的に規定していない．」と指摘している60． 

2020 年 7 月にも，欧州人権裁判所は T．I．事件を踏襲し，「連鎖送還」に関し，M．K．

ほか対ポーランド事件61で，「ベラルーシは安全な国なので，ベラルーシへの送還は連鎖送

還のおそれを引き起こす」62．また，「故意に 3 条で禁じている連鎖送還や取扱いの重大な

おそれに申立て人達をさらすことになる」63と判断している． 

 

 

おわりに 

 

2015 年にピークを迎えた人の大量流入で，ダブリン制度は機能不全に陥った．欧州委員

会は，その事実から脱するために，2020 年 9 月に移民と難民新協定を提案したことは既述

のとおりである．欧州難民保護制度の後退は，人権侵害の被害者として保護を求めた者を

人権侵害のおそれのある国へ送還し，直接送還または間接送還によってノン・ルフルマン

原則違反を引き起こすかもしれない． 「民主主義，法の支配，人権尊重」の促進に積極的

に寄与してきた「人権先進国」が，人権侵害の疑われる「人権後進国」へ送還することに

より，人権侵害の引きがねを引くかもしれないことは避けなければならない． COVID-19

で国境が封鎖され，排外主義の加速が心配な時世であるからこそ，基準を明確にし，恣意

的な運用が行われない法整備が必要である． 

日本では入管法改正案が 2021 年今期の通常国会に提出される予定であり，第 7 次政策懇

談会の勧告にあるように，欧州諸国の事例や国際人権法を参考として，補完的保護および

補充的保護の新たな法的枠組みの創設が望まれるところである． 

 

【付記】本稿は，一般財団法人司法協会研究助成「日本における難民認定申請者の法的保

護の研究：欧州難民保護制度からの示唆」による研究成果の一部である． 
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